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こ
の
法
律
の
目
的
で
あ
る
第
一
条
に
お
い
て
、
一
人
一
車
持
ち
等
の
零
細
な
事
業
者
の
協
業
化
を
促
進
し
、
事

業
の
近
代
化
を
図
り
、
輸
送
に
関
す
る
秩
序
を
確
立
し
、
も
つ
て
交
通
事
故
の
防
止
に
寄
与
す
る
こ
と
を
明
記
し

た
。
し
か
る
に
政
府
当
局
は
適
切
な
る
行
政
措
置
を
怠
り
、
効
果
皆
無
で
あ
る
。「
積
載
重
量
の
自
重
計
」
の
取
付

け
と
表
示
番
号
の
表
示
を
義
務
付
け
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
本
法
制
定
の
意
義
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
誠

に
遺
憾
に
堪
え
な
い
。 

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
の
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
昭
和
四
十
二
年
八
月
、
「
土
砂
等
を
運
搬
す 

る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。 

一 

総
理
府
が
、
ダ
ン
プ
カ
ー
の
輸
送
を
無
秩
序
化
状
態
に
し
て
い
る
「
自
家
用
登
録
の
違
法
事
業
者
」
と
こ
の
違 

 
従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
輸
送
秩
序
の
確
立
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

総
理
府
よ
り
報
告
さ
れ
た
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
末
日
現
在
の
自
家
用
登
録
の
ダ
ン
プ
カ
ー
車
両
数
は
、
茨

城
県
に
お
い
て
五
、
四
八
二
で
あ
る
が
僅
少
に
過
ぎ
な
い
か
。
ま
た
、
こ
の
車
両
の
内
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

が
運
賃
稼
ぎ
の
道
路
運
送
法
違
反
の
事
業
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

三 

国
庫
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
ダ
ン
プ
カ
ー
協
会
の
構
成
員
の
事
業
内
容
に
付
き
、
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

二 

こ
の
法
律
の
第
一
条
と
第
十
二
条
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

法
事
業
者
を
使
用
し
低
運
賃
で
過
積
載
に
利
用
し
て
い
る
各
種
骨
材
事
業
者
を
糾
合
し
、
ダ
ン
プ
カ
ー
協
会
の

設
立
を
勧
奨
し
、
同
法
第
十
二
条
の
団
体
と
し
て
国
庫
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
自
ら
が
道
路

運
送
法
違
反
事
業
者
を
容
認
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。 

従
つ
て
、
ダ
ン
プ
カ
ー
車
両
数
及
び
違
反
事
業
者
に
つ
い
て
、
首
都
圏
内
の
各
都
県
別
、
各
種
事
業
所
別 

 

に
、
通
産
省
、
運
輸
省
、
警
察
庁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
ご
と
に
、
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


